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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天板の長さ方向両側が脚で支持されると共に前記天板下面に配線ダクトを有する机の前
記配線ダクトであって、その配線ダクトは長さ方向の外側端を前記脚の内面近傍であって
当該内面に届かない長さに形成すると共に、当該配線ダクトの外側端部を、その外側端部
と前記脚の上部内面側の間に、斜めに架設する取付ブラケットを介在させて前記脚内面側
で支持したことを特徴とする配線ダクト。
【請求項２】
　配線ダクトは、浅底トレー状の断面形状にした請求項１に記載の配線ダクト。
【請求項３】
　天板の両側を下から支持する脚は、机を側面から見たとき天板下面の空間が見える開口
形態を有する脚体である請求項１又は２に記載の配線ダクト。
【請求項４】
　配線ダクトの中間部は、天板下面に吊下形態で支持した請求項１～３のいずれかに記載
の配線ダクト。
【請求項５】
　天板が中間脚を有する机の配線ダクトは、前記中間脚の部位において分断した２分割タ
イプとし、分割端部を当該中間脚において支持させた請求項１～４のいずれかに記載の配
線ダクト。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は机において天板の下に設けられる配線ダクトに関し、より具体的には配線ダク
トの側端部（ダクトエンドともいう）の形態とその側端部の支持構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より机の天板下に、机上で使用するパソコン等の配線を収容等するために、当該天
板の左右幅（長さ）方向に延びたトレー状断面や大略Ｕ字状断面などの断面を有する配線
ダクトを設けたものが知られている。
【０００３】
　前記配線ダクトの天板下での支持形態や取付形態は様々であるが、天板の下に引出しや
袖キャビネット部、或は、袖ワゴンを有しない机、例えば、天板とその支持脚から成るテ
ーブルやテーブル状の机では、配線ダクトが外側からよく見えるため、見映えが良好にな
るように配線ダクトやその取付態様を工夫する必要があると考えられる。
【０００４】
　特に、天板下の状態が当該机の側面からよく見える形態の机、例えば、天板が側面から
見てロ字状の脚、４本足の脚、コ状脚など、側面が大きく開放された脚で支持されている
机では、配線ダクトのダクトエンドの形態やその支持構造を工夫しないと、配線ダクトの
ダクトエンドやその支持構造が机の側面に露出したように見えてしまい、見映えの上で問
題であるのみならず、十分な取付強度を確保する上でも課題がある。
【０００５】
　例えば、ロ字状脚のように側面が大きく開口した脚で支持された天板の下に配設された
配線ダクトでは、前記ロ字状脚の天板下に位置する脚の内面側のスペースが、脚がロ字状
故に小さく、このため配線ダクトのダクトエンドの形態、或は、配線ダクト自体の断面形
状、並びに、当該ダクトエンドを脚の内面に取付ける支持部材に、強度面及び見映えの面
から特段の工夫が必要と考えられる。この点は、４本足の脚、コ状側のような側面から見
て大きな開放部がある脚についてもほぼ同様である。
　しかし乍ら、このような点の工夫をしたと思われる技術は、例えば先行特許文献１，２
の中には見当らない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４１３３２３９号公報
【特許文献２】特許第４２３８１０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで、本発明は、天板下に設けられた配線ダクトを、取付スペースが少ない脚の内側
面であっても、十分な取付強度と良好な見映えを発現できる配線ダクトの支持構造を提供
することを、その課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決することを目的としてなされた本発明配線ダクトの構成は、天板の長さ
方向両側が脚で支持されると共に前記天板下面に配線ダクトを有する机の前記配線ダクト
であって、その配線ダクトは長さ方向の外側端を前記脚の内面近傍であって当該内面に届
かない長さに形成すると共に、当該配線ダクトの外側端部を、その外側端部と脚の上部内
面側の間に、斜めに架設する取付ブラケットを介在させて前記脚内面側で支持したことを
特徴とするものである。
【０００９】
　本発明は、上記構成において、斜めに架設した前記取付ブラケットを前記脚の上部に固
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定した支持構造を採ることができる。また、配線ダクトは、浅底トレー状の断面形状とす
ることができ、トレーの材質は、鉄板の曲げ加工物やアルミや合成樹脂の押出材などでよ
い。
【００１０】
　また、天板の両側部を下から支持する脚は、机を側面から見たとき天板下面の空間が見
える開口形態を有する脚体で形成し、この脚体は、角パイプや型材で形成することができ
る。また、脚体において、天板を上面に載架する上部の水平枠材は、他の枠材より小断面
の部材で形成することがある。さらに、配線ダクトの中間部は、天板下面に吊下形態で支
持することができる。
　一方、天板に中間脚がある机の配線ダクトは、その中間脚を経由する２分割タイプとし
、当該配線ダクトの分割端部を前記中間脚において支持させることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は、側面が大きく開放されたロ状やコ状等を呈する脚を備えた天板の下に設ける
配線ダクトを、その長さをダクトの外側端の前記脚の内面近傍であって当該内面に届かな
い長さに形成して前記天板の下に配設すると共に、該配線ダクトの外側端を前記脚の内面
側において支持するため、前記ダクト外側端面と前記脚の内面側上部の間に取付けブラケ
ットを斜めに架設し、当該ブラケットの両端部を前記ダクト側端面と脚内面に固定するよ
うにしたから、脚側に取付スペースが少なくても、強固な取付けを実現できると共に、配
線ダクトの側端や取付ブラケットが、机の側面から露出的に見えないから見映えも良好で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明配線ダクトを天板の下面側に有する机の斜視図。
【図２】本発明配線ダクトとその支持構造の一例を適用した机の平面図。
【図３】図２の机の正面図。
【図４】図２の机の中間脚部分の拡大断面図。
【図５】図２の机の拡大右側面図。
【図６】図２のＡ部を拡大した断面図。
【図７】図３のＢ部を拡大した断面図。
【図８】図７の右側面図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　次に、本発明の実施の形態例について、図を参照して説明する。
　図１～図５において、１は４枚の天板部材で、ここでは、一例として奥行き方向７００
ｍｍ、左右方向２０００ｍｍの矩形の天板部材１４枚を、図１，図２に示すように田の字
状に配設して、本発明の大形天板１Ａを構成している。天板部材１の前記サイズは一例で
あって本発明では、天板１Ａを形成する天板部材１のサイズ、特に長さは種々の長さのも
のを使うことができる。
【００１４】
　上記４枚の天板部材１は配置に際して突合せ側に、天板１Ａの長さ方向（左右方向）に
沿って４０～５０ｍｍ幅の配線出入れ溝２が、天板１Ａの長さ方向のセンターに形成され
ている。
【００１５】
　３，４は、上記天板１Ａの左右の側端に、当該天板を下から支えるように配設した、こ
の机の側面から見て（又は脚の正面から見て）横長の略ロ字状をなす左，右の脚である。
この脚は、一例として角パイプ材をロ字状に組んで形成されているが、上部の水平部材４
ａには、他の脚構成部材３ｂ，４ｂよりも小さい断面の角パイプが使用されている（図６
参照）。なお、３ｃ、４ｃは脚３，４の上部に設けた天板部材１の支持ブラケットである
。また、脚３，４は、角パイプ材ではなく、アングル材や型材などで形成してもよい。さ
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らに、本発明が適用できる脚３，４の形態は、上記例の略ロ字状の脚のほか、略コ状や倒
立した略凹状、或は４本足脚などのように、机を側面から見たとき、天板下面の空間がよ
く見える開口形態を有するものである。
【００１６】
　前記天板１Ａの下面側であって上記溝２の下方には、図７，図８にその断面形状が例示
された浅いトレー状の配線ダクト５が設けられている。５ａはこのダクト５の底板に複数
個形成した床からの配線導入穴である。このダクト５の支持構造については、後に詳しく
述べる。
【００１７】
　６は上記天板１Ａの略中心、換言すれば、４枚の天板部材１の各隅部４点が集合する位
置の下に配置した中間脚で、ここでは、前記ダクト５の幅とほぼ同じ一辺長を有する断面
外形が略コ状をなす部材を、天板１Ａの奥行き方向において向い合せ配置することにより
、左右面が開放された縦長の開口部６ａに形成される一方、前後面に、左右の天板部材１
，１の突合せ部を下から支えるために突出した中間腕６ｂ，６ｃを備えて形成されている
。
【００１８】
　上記の配線ダクト５は、図示した例では左右２本のダクト部材が、夫々の外端部が取付
ブラケット７を介して脚３，４の内面側の上端部に固定される一方、夫々の内端部が前記
中間脚６の開口部６ａにビス等の固定手段で固定され、かつ、夫々の中間部位が帯材によ
る吊り金具８によって天板１Ａの下面に吊下支持されている。
【００１９】
　次に、取付ブラケット７について、図６～図８を参照して説明する。
　取付ブラケット７は、下端側の垂直壁部７ａと該壁７ａから離間した上端側の水平壁部
７ｂとを、背面に傾斜壁７ｄを有する連結部７ｃで連結した態様で形成された部材であり
、さらに以下の構成を備えたものである。
【００２０】
　すなわち、垂直壁部７ａは、配線ダクト５のエンド立壁５ｂが当接されてボルトｂ－１
により固定結合される。この垂直壁部７ａの下部前面には、当該ダクト５のエンド底壁５
ｃをボルトｂ－２で結合するためのボルト穴付き舌片部７１ａが設けられている。
【００２１】
　一方、上方の水平壁部７ｂは、その下面側に前記傾斜壁７ｄに一体的に連続する垂直部
７１ｂを有していると共に、水平壁部７ｂはその前方側に天板部材１に下面からボルトｂ
－３で結合される天板結合部７２ｂと、脚４（３）の上位水平部材４ａ（３ａ、図に表わ
れない）の上面に上からボルトｂ－４で結合される水平部材４ａの上面（水平面）結合部
７３ｂとが形成されている。なお、上記垂直部７１ｂは、水平向きのボルトｂ－５によっ
て水平部材４ａの立面（垂直面）への結合部として機能する。
【００２２】
　本発明では、取付ブラケット７が上記のように形成されていることにより、外側端部が
脚３，４に届かない長さに形成されたトレー状の配線ダクト５の当該外側端部を、このブ
ラケット７に形成した垂直壁部７ａと水平壁部７ｂと両部７ａと７ｂを繋ぐ連結部７ｃと
各部７ａ，７ｂ，７ｃに形成したボルトｂ－１～ｂ－５を用いる各結合部によって、脚３
，４と天板１Ａに、そこが狭溢な部位であっても強固に結合することができる。特に、ボ
ルトｂ－１とボルトｂ－２、及び、ボルトｂ－３，ｂ－４とボルトｂ－５は、それぞれ直
交する向きで配線ダクト５の側端と脚４の上部水平部材４ａ（３ａ）にこの取付ブラケッ
ト７を介して結合されているので、きわめて強固な結合強度を発揮できる。
【００２３】
　また、上記取付ブラケット７の連結部７ｃの背面は、傾斜壁７ｄに形成されているので
、この傾斜壁７ｄが配線ダクト５の側端面部を視覚的に遮蔽することができ、従って、脚
３，４がロ字状の脚であっても、その側方から配線ダクト内が見え難くなり、見映えの面
でも好ましい。
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　以上の説明は、中間脚６を有する天板１Ａを備えた机についてのものであるが、本発明
は、中間脚６を使用しない天板１Ａを用いた机の配線ダクト５についても、上記側と同様
に適用することができる。
【００２４】
　本発明は以上の通りであるから、側面が大きく開放された形態の脚で支持された大形天
板の下に設けられる配線ダクトを、スマートな形態で天板下に設け前記脚に強固に取付け
て支持することができる。
【符号の説明】
【００２５】
　１Ａ　　天板
　１　　　天板部材
　２　　　配線出入れ溝
　３，４　左右両エンドの脚
　５　　　配線ダクト
　６　　　中間脚
　７　　　配線ダクト５の取付ブラケット
　７ａ　　垂直壁部
　７ｂ　　水平壁部
　７ｃ　　背面に傾斜壁７ｄを有する連結部

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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